
 裁判官石坂修一の意見は次の通りである。 

 

 わたくしは、本判決主文には同意するけれども、多数意見がその理由とする所には、異

見を持つものである。 

 多数意見は、裁判所に、衆議院の解散が法律上無効であるか否か、また衆議院の解散に

必要とする内閣の助言、承認の無効であるか否かにつき審査する権限がないと判示する。 

 

 しかし、衆議院を解散すべきか否かの問題と、憲法の条章に遵ひ内閣の助言、承認を経

た、有効なる衆議院の解散が行はれたか否かの問題との間には、自ら分界がある。前者に

ついて、裁判所に審査権のないこと、当然であるけれども、後者については、裁判所に審

査権があるものとせざるを得ない。その理由とする所は、憲法七条二号の解散行為が単に

儀礼的意味を持つのみであるか否かは別として、小谷、奥野両裁判官の所見と異らない。 

 

 而して、審査の結果、本件解散は、憲法の条章に遵ひ、内閣の助言、承認を経て行はれ、

有効なものであるとの判断に至つたのであつて、これと同趣旨に出た原判決を維持するも

のである。 


